
は
じ
め
に

本
誌
一
七
〇
五
号
の
拙
稿
「
モ
ン
テ
パ
ス
キ
銀
行
の
救
済
と
ベ
イ
ル
イ
ン
」（
二
〇
一
七
年
一
二
月
）
に
続
き
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る

金
融
機
関
の
破
綻
処
理
（
１
）

の
枠
組
み
を
整
理
す
る
。
改
め
て
問
題
を
確
認
し
て
お
く
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

二
〇
〇
七
年
か
ら
の
国
際
金
融
危
機
を
経
て
、
欧
米
で
は
、
金
融
機
関
の
破
綻
処
理
に
あ
た
っ
て
、
公
的
資
金
の
注
入
に
よ
る
救

済
（
ベ
イ
ル
ア
ウ
ト
）
を
で
き
る
限
り
避
け
、
資
本
不
足
は
債
務
の
切
捨
て
や
株
式
へ
の
転
換
に
よ
っ
て
解
消
す
る
（
ベ
イ
ル
イ

ン
＝
銀
行
債
権
者
の
負
担
に
よ
る
破
綻
処
理
）
と
い
う
原
則
が
確
認
さ
れ
、
す
で
に
法
制
化
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
欧
州
に
お
け
る
実
際
の
破
綻
処
理
を
見
て
み
る
と
、
原
則
通
り
の
債
権
者
負
担
が
実
施
さ
れ
な
い
ま
ま
公
的
資
金
が

注
入
さ
れ
る
事
例
が
少
な
く
な
く
、
ベ
イ
ル
イ
ン
を
定
め
た
法
律
と
の
関
係
が
わ
か
り
づ
ら
い
。
し
か
し
、
結
論
か
ら
言
え
ば
、
当

然
な
が
ら
い
ず
れ
の
破
綻
処
理
も
、
Ｅ
Ｕ
の
法
律
に
則
っ
た
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
Ｅ
Ｕ
法
に
お
い
て
金
融
機
関
の
破
綻
処
理
、
特

に
ベ
イ
ル
イ
ン
と
ベ
イ
ル
ア
ウ
ト
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
本
稿
で
は
そ
れ
を
整
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

１
　
ベ
イ
ル
イ
ン
の
原
則

Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
金
融
機
関
の
破
綻
処
理
方
法
を
定
め
た
Ｂ
Ｒ
Ｒ
Ｄ
（B

ank
R

ecovery
and

R
esolution

D
irective：

銀
行
再
建

破
綻
処
理
指
令
）、
銀
行
同
盟
（

ユ
ー
ロ
圏
）
向
け
の
Ｓ
Ｒ
Ｍ
Ｒ
（Single

R
esolution

M
echanism

R
egulation：

単
一
破
綻
処

（37）

Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
ベ
イ
ル
イ
ン
と
ベ
イ
ル
ア
ウ
ト

伊
豆
　
　
久



理
メ
カ
ニ
ズ
ム
規
則
）
は
、
公
的
資
金
の
注
入
の
た
め
に
は
、
①
ベ
イ
ル
イ
ン
が
破
綻
金
融
機
関
の
総
債
務
（
自
己
資
本
を
含
む
）

の
八
％
以
上
に
達
し
、
か
つ
破
綻
処
理
基
金
の
利
用
が
総
債
務
の
五
％
と
な
っ
た
上
で
（B

44(5),S27(7)

以
下
、
Ｂ
で
Ｂ
Ｒ
Ｒ
Ｄ

の
、
Ｓ
で
Ｓ
Ｒ
Ｍ
Ｒ
の
条
文
番
号
を
示
す
）、
②
付
保
預
金
（
預
金
保
険
対
象
の
預
金：

一
〇
万
ユ
ー
ロ
ま
で
）
を
除
く
、
す
べ
て

の
無
担
保
・
非
優
先
債
務
の
ベ
イ
ル
イ
ン
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
定
め
て
い
る
（B

44(7),S27(9)

）。

と
こ
ろ
が
、
実
際
の
破
綻
処
理
の
事
例
を
見
る
と
、
こ
の
基
準
を
満
た
さ
な
い
ま
ま
公
的
資
金
が
注
入
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
少

な
く
な
い
の
で
あ
る
。

２
　
実
際
の
破
綻
処
理
事
例

表
１
は
、
い
く
つ
か
の
特
徴
的
な
ケ
ー
ス
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
が
（
２
）、

昨
年
、
大
き
な
注
目
を
集
め
た
イ
タ
リ
ア
の
モ
ン
テ
パ

ス
キ
銀
行
の
場
合
（
①
）、
約
五
四
億
ユ
ー
ロ
の
公
的
資
金
が
注
入
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
損
失
負
担
は
個
人
投
資
家
を
除
い

た
劣
後
債
投
資
家
に
限
定
さ
れ
、
シ
ニ
ア
債
や
非
付
保
預
金
な
ど
は
全
額
が
保
護
さ
れ
て
い
る
。

表
１
の
②
の
イ
タ
リ
ア
の
中
堅
二
行
の
場
合
は
、
再
建
さ
れ
た
モ
ン
テ
パ
ス
キ
銀
行
と
異
な
り
、
事
業
譲
渡
の
の
ち
清
算
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
こ
で
も
公
的
資
金
が
注
入
さ
れ
、
結
果
的
に
、
シ
ニ
ア
債
権
者
や
預
金
者
は
損
失
負
担
を
免
れ
て
い
る
（
３
）。

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
公
的
資
金
が
注
入
さ
れ
た
表
１
の
四
件
（
①
、
②
、
④
、
⑤
）
に
お
い
て
ベ
イ
ル
イ
ン
原
則
に
従
っ
て
い

る
（
＝
シ
ニ
ア
債
権
者
や
一
〇
万
ユ
ー
ロ
を
超
え
た
預
金
者
に
負
担
を
求
め
て
い
る
）
ケ
ー
ス
は
皆
無
で
あ
る
。（
付
保
預
金
を
超

え
た
）
預
金
者
に
ま
で
損
失
負
担
が
及
ん
だ
の
は
⑥
の
キ
プ
ロ
ス
銀
行
の
ケ
ー
ス
だ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
公
的
資
金
が
注
入
さ

れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
債
権
者
の
損
失
負
担
は
必
要
最
低
限
の
と
こ
ろ
ま
で
で
よ
い
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
③
と
⑥
は
原
則
に

沿
っ
た
対
応
が
な
さ
れ
た
と
言
え
る
。

（38）
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表１　欧州における銀行の破綻処理例

①2017年７月４日　モンテパスキ銀行（イタリア第３位）
すべての劣後債を株式転換して再建
損失負担：株主と劣後債権者（ただし個人劣後債投資家には補償）
公的資金：約54億ユーロ

②2017年６月23日　ポポラールヴィツェンツァ銀行（イタリア第10位）とベネト銀
行（イタリア第11位）

インテーザサンパオロ（イタリア第２位）に事業譲渡し清算
損失負担：株主と劣後債権者
公的資金：約48億ユーロの金銭贈与と約120億の債務保証

③2017年６月７日　ポプラール銀行（スペイン第７位）
株式とその他Tier1資本をすべて消却し、Tier2資本は新株に転換しそれを１ユ
ーロでサンタンデールに売却
損失負担：株主と劣後債権者
公的資金：なし

④2015年12月４日　ナショナル銀行（ギリシャ第１位）
シニア債を含むすべての債券を株式転換し再建
損失負担：シニア債を含む債券保有者
公的資金：約27億ユーロ

⑤2015年11月22日　中小４銀行（イタリア：４行合計で市場シェア約１％）
受け皿銀行に事業譲渡し清算
損失負担：株主と劣後債権者
公的資金：約36億ユーロ

⑥2013年３月29日　キプロス銀行（キプロス第１位）
シニア債を含む債券をすべて消却し、10万ユーロ超過分の預金の47.4％を株式
転換し再建
損失負担：シニア債を含む債券保有者と預金者（10万ユーロ超過分の47.5％）
公的資金：なし

（注）日付は以下の当局による破綻処理の発表日。
①European Commission, "State aid: Commission authorizes precautionary recapitalization of

Italian bank Monte dei Paschi di Siena," July 4, 2017.
②ECB, "ECB deemed Veneto Banca and Banca Popolare di Vicenza failing or likely to fail," June

23, 2017.
③Single Resolution Board, "The Single Resolution Board adopts resolution decision for Banco

Popular," June 7, 2017.
④European Commission, "State aid: Commission approves for National Bank of Greece on the

basis of an amended restructuring plan," December 4, 2015.
⑤European Commission, "State aid: Commission approves resolution plans for small Italian

banks Banca Marche, Banca Etruria, Carife and Carichieti," November 22, 2015.
⑥Central Bank of Cyprus, Annual Report 2013, p. 31.



こ
う
し
た
ま
ち
ま
ち
の
対
応
に
な
っ
た
原
因
は
、
一
言
で
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
シ
ニ
ア
債
権
者
や
預
金
者
に
負
担
を
負
わ
せ
る
こ

と
に
伴
う
政
治
的
経
済
的
な
混
乱
を
政
府
が
回
避
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。
で
は
そ
う
し
た
措
置
の
場
合
、
ベ
イ
ル
イ
ン
原
則

を
定
め
た
法
律
と
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

３
　
「
破
綻
等
」
の
認
定

ベ
イ
ル
イ
ン
原
則
の
適
用
は
、
当
然
で
は
あ
る
が
、
当
該
金
融
機
関
が
「
破
綻
（is

failing

）
ま
た
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
（is

likely
to

fail

）」（
以
下
、
破
綻
等
）
と
認
定
さ
れ
た
場
合
に
限
定
さ
れ
て
い
る
（B

32(1),S18(1)

）
（
４
）。

認
定
は
、
銀
行
監
督
当
局
で
も

あ
る
Ｅ
Ｃ
Ｂ
（E

uropean
C

entralB
ank：

欧
州
中
央
銀
行
）
が
行
う
。

し
た
が
っ
て
、
そ
も
そ
も
Ｅ
Ｃ
Ｂ
が
当
該
銀
行
は
「
破
綻
等
」
に
あ
た
ら
な
い
と
見
な
せ
ば
、
破
綻
し
た
金
融
機
関
の
処
理
手
法

で
あ
る
ベ
イ
ル
イ
ン
原
則
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
「
破
綻
等
」
は
以
下
の
四
つ
の
場
合
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
（B

32(4),S18(4)

）。

（
ａ
）
自
己
資
本
比
率
の
規
制
水
準
以
下
へ
の
低
下

（
ｂ
）
債
務
超
過

（
ｃ
）
債
務
不
履
行

（
ｄ
）
公
的
な
資
金
支
援
の
受
け
入
れ

た
だ
し
、（
ｄ
）
に
つ
い
て
は
、
資
産
超
過
で
あ
る
（solvent

）
金
融
機
関
に
対
す
る
、（
¡
）
中
央
銀
行
に
よ
る
資
金
供
給
へ
の

政
府
の
債
務
保
証
、（
™
）
新
規
発
行
債
務
へ
の
政
府
保
証
、（
£
）
市
場
ベ
ー
ス
の
価
格
・
条
件
に
よ
る
公
的
資
金
の
注
入
、
の
三

つ
の
場
合
は
除
く
、
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

（40）



す
な
わ
ち
、
債
務
超
過
等
に
陥
っ
た
場
合
だ
け
で
な
く
、
公
的
資
金
の
注
入
は
そ
れ
だ
け
で
「
破
綻
等
」
に
該
当
す
る
わ
け
で
あ

る
が
、
資
産
超
過
の
場
合
に
は
例
外
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ユ
ー
ロ
圏
の
中
央
銀
行
の
「
特
融
」
に
あ
た
る
Ｅ

Ｌ
Ａ
（E

m
ergency

Liquidity
A

ssistance：

緊
急
流
動
性
支
援
）
に
は
政
府
保
証
が
必
要
で
あ
り
、（
ｄ
）
に
該
当
し
か
ね
な
い

が
、
Ｅ
Ｌ
Ａ
の
供
給
は
資
産
超
過
先
に
限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、「
破
綻
等
」
に
は
あ
た
ら
な
い
の
で
あ
る
（
上
記
（
¡
）
に
該
当
）
（
５
）。

し
た
が
っ
て
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
に
よ
っ
て
債
務
超
過
で
は
な
く
「
破
綻
等
」
に
該
当
し
な
い
と
認
定
さ
れ
た
金
融
機
関
に
対
し
て
は
、
上

記
（
£
）
の
「
市
場
ベ
ー
ス
の
価
格
・
条
件
」
に
も
と
づ
く
公
的
資
金
で
あ
れ
ば
、（
ｄ
）
の
定
義
も
免
れ
、
結
局
、
破
綻
処
理
の
対

象
外
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
ベ
イ
ル
イ
ン
実
施
の
義
務
を
課
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
公
的
資
金
の
注
入
が
「
予
防
的
資
本
注
入

（precautionary
recapitalisation

）」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
（
６
）。

そ
し
て
そ
の
際
に
は
、
前
述
の
と
お
り
Ｅ
Ｃ
Ｂ
が
「
破
綻
等
」
に
あ
た
ら
ず
資
産
超
過
で
あ
る
と
認
定
す
る
こ
と
の
ほ
か
に
、
①
資

本
注
入
が
予
防
的
か
つ
一
時
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
②
欧
州
委
員
会
の
「
政
府
支
援
ル
ー
ル
」
に
も
と
づ
く
承
認
を
得
る
こ
と
、

③
政
府
支
援
が
過
去
ま
た
は
将
来
の
損
失
の
補
填
に
用
い
ら
れ
な
い
こ
と
、
の
三
つ
の
条
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
（B

32(4),

S18(4)

）。

①
の
「
予
防
的
」
と
は
、
将
来
の
経
済
状
況
が
大
幅
に
悪
化
し
た
場
合
に
備
え
た
も
の
で
あ
っ
て
現
時
点
で
は
資
産
超
過
で
あ
る

こ
と
、「
一
時
的
」
と
は
、
注
入
さ
れ
た
公
的
資
金
は
遠
く
な
い
将
来
に
回
収
可
能
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
受
け
入
れ
金
融
機
関

は
そ
れ
ら
を
満
た
す
再
建
計
画
を
立
て
る
こ
と
に
な
る
。
最
も
大
き
な
意
味
を
も
つ
の
は
、
②
の
「
政
府
支
援
ル
ー
ル
」
で
あ
る
。

４
　
「
政
府
支
援
ル
ー
ル
」
に
よ
る
損
失
負
担

前
述
の
よ
う
に
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
が
当
該
金
融
機
関
は
「
破
綻
等
」
に
あ
た
ら
な
い
と
認
め
れ
ば
、
ベ
イ
ル
イ
ン
原
則
は
適
用
さ
れ
ず

（41）



「
予
防
的
資
本
注
入
」
が
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
別
途
「
政
府
支
援
ル
ー
ル
」
に
従
う
必
要
が
あ
る
。

Ｅ
Ｕ
に
は
、
金
融
機
関
に
限
ら
ず
広
く
民
間
企
業
一
般
に
対
す
る
、
政
府
の
支
援
を
原
則
と
し
て
禁
止
す
る
「
政
府
支
援
ル
ー
ル

（State
A

id
R

ule

）」
が
存
在
し
、
金
融
機
関
へ
の
公
的
資
金
の
注
入
も
、
そ
の
ル
ー
ル
に
も
と
づ
く
欧
州
委
員
会
（
競
争
政
策
総
局
）

の
承
認
が
必
要
と
な
る
。
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
政
府
が
補
助
金
を
使
っ
て
自
国
の
特
定
の
産
業
・
企
業
を
優
遇
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め

で
あ
る
。

ま
ず
、
Ｅ
Ｕ
の
基
本
法
で
あ
る
Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
の
第
一
〇
七
条
が
、
そ
の
第
一
項
に
お
い
て
「
特
定
の
事
業
や
商
品
を
優
遇
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
競
争
を
歪
め
ま
た
は
歪
め
る
お
そ
れ
を
生
じ
さ
せ
る
、
加
盟
国
政
府
に
よ
る
支
援
は
、
い
か
な
る
形
態
の
も
の
で

あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
加
盟
国
間
の
貿
易
に
影
響
を
与
え
る
限
り
に
お
い
て
」
Ｅ
Ｕ
単
一
市
場
の
原
則
と
両
立
し
え
な
い
、
と
定
め
て

い
る
。
域
内
の
関
税
を
撤
廃
し
て
も
、
特
定
の
産
業
や
企
業
へ
の
補
助
金
が
可
能
な
ら
ば
、
国
境
を
ま
た
い
だ
Ｅ
Ｕ
域
内
レ
ベ
ル
で

の
公
正
な
競
争
を
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
市
場
統
合
の
原
則
が
崩
壊
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
政
府
に
よ
る
各
種
補
助
金
や
支
援
を
完
全
に
な
く
す
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
（
７
）。

そ
こ
で
同
条
は
、
第
二
項
以
下
で
多

く
の
例
外
を
列
挙
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
第
三
項
ｂ
号
で
は
「
加
盟
国
経
済
の
深
刻
な
混
乱
（a

serious
disturbance

）
に
対
処

す
る
た
め
の
支
援
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
二
〇
〇
八
年
の
国
際
金
融
危
機
を
受
け
て
、
同
号
を
金
融
機
関
に
適
用
す
る
場

合
の
指
針
が
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
が
、
同
年
一
〇
月
に
欧
州
委
員
会
が
発
出
し
たB

anking
C

om
m

unication
2008

（
８
）

を

中
心
と
す
る
計
六
つ
の
解
釈
通
知
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
五
年
を
経
た
二
〇
一
三
年
、
危
機
の
お
よ
そ
の
収
束
を
受
け
て
（
し
か
し
ま
だ
市
場
の
緊
張
は
続
い
て
い
る
と
の
認
識

の
も
と
）、
そ
の
六
つ
の
解
釈
通
知
は
全
面
的
に
改
訂
さ
れ
、
一
つ
のB

anking
C

om
m

unication
2013

に
統
合
さ
れ
た
（
９
）。

そ
の
際

の
重
要
な
改
正
事
項
の
一
つ
が
、
金
融
機
関
へ
の
政
府
支
援
を
実
施
す
る
、
具
体
的
に
は
公
的
資
金
を
注
入
す
る
場
合
に
は
、
モ
ラ

（42）



ル
ハ
ザ
ー
ド
を
防
止
す
る
た
め
に
、
株
主
と
劣
後
債
権
者
に
よ
る
損
失
負
担
（B

urden
Sharing

）
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
明
記
し
た
点
で
あ
っ
た
（B

anking
C

om
m

unication
2013

第
四
三
条
、
四
四
条
）。

す
な
わ
ち
、B

anking
C

om
m

unication
2008

に
お
い
て
も
、
競
争
条
件
の
均
等
と
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
防
止
の
た
め
に
、
支
援
は

必
要
最
小
限
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た
も
の
の
（
第
二
五
条
、
第
三
一
条
な
ど
）
（
10
）、

そ
の
た
め
の
具
体
的
な
基
準
は
示

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
二
〇
一
三
年
改
正
に
お
い
て
、
株
主
と
劣
後
債
権
者
の
損
失
負
担
と
明
記
し
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
政
府
支
援
ル
ー
ル
」
が
求
め
る
損
失
負
担
は
株
主
と
劣
後
債
権

者
に
限
定
さ
れ
、
Ｂ
Ｒ
Ｒ
Ｄ
や
Ｓ
Ｒ
Ｍ
Ｒ
の
ベ
イ
ル
イ
ン
の
原
則
が
定
め
る
、
シ
ニ
ア
債
権
者
を
含
む
無
担
保
債
権
者
や
、
付
保
預

金
を
超
え
る
大
口
預
金
者
は
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
図
１
に
示
し
て
い
る
通
り
、「
破
綻
等
」
に
あ
た
ら
な
い

場
合
は
、「
政
府
支
援
ル
ー
ル
」
を
満
た
す
こ
と
で
、
す
な
わ
ち
株
主
と
劣
後
債
権
者
の
み
の
損
失
負
担
で
公
的
資
金
の
注
入
が
可

能
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
表
１
の
①
の
モ
ン
テ
パ
ス
キ
銀
行
の
ケ
ー
ス
な
の
で
あ
る
（
11
）。

ま
た
、
モ
ン
テ
パ
ス
キ
銀
行
の
場
合
、
劣
後
債
権
者
の
う
ち
個
人
投
資
家
は
、
劣
後
債
を
シ
ニ
ア
債
に
交
換
す
る
こ
と
で
実
質
的

に
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
個
人
向
け
の
販
売
に
お
い
て
元
本
保
証
を
示
唆
す
る
な
ど
の
不
適
切
な
行
為
が
あ
っ
た

と
し
て
、「
政
府
支
援
ル
ー
ル
」
の
外
側
で
、
そ
の
補
償
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。

５
　
単
一
破
綻
処
理
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
適
用

「
破
綻
等
」
に
あ
た
ら
ず
、「
予
防
的
資
本
注
入
」
を
受
け
る
場
合
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。

で
は
、「
破
綻
等
」
の
認
定
を
受
け
た
場
合
は
、
手
続
き
は
そ
の
後
ど
う
進
む
の
だ
ろ
う
か
。

図
１
に
示
し
て
い
る
通
り
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
に
よ
る
「
破
綻
等
」
の
認
定
が
な
さ
れ
た
場
合
、
次
に
、
Ｓ
Ｒ
Ｂ
（Single

R
esolution
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図
１
　
E
U
に
お
け
る
破
綻
処
理
制
度

Y
E
S

N
O

N
O

Y
E
S

N
O

Y
E
S

N
O

Y
E
S

破
綻
ま
た
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
か
？

（
E
C
B
が
認
定
）
（
B
32(1)a, S

18(1)a）

各
国
が
、
自
国
の
倒
産
法
制

の
も
と
で
倒
産
処
理

ベ
イ
ル
イ
ン
・
ル
ー
ル
の
適
用

例
：
ス
ペ
イ
ン
・
ポ
プ
ラ
ー
ル
銀
行

公
的
資
金
注
入
可
能

＝
「
予
防
的
資
本
注
入
」

例
：
モ
ン
テ
パ
ス
キ
銀
行

　
　
（
B
32(4)d, S

18(4)d）

公
的
資
金
注
入
不
可

＝
民
間
か
ら
の
資
本
調
達
の
み

例
：
ウ
ニ
ク
レ
デ
ィ
ッ
ト
銀
行

公
的
資
金
注
入
可
能

例
：
ベ
ネ
ト
銀
行

　
　
ポ
ポ
ラ
ー
ル
ヴ
ィ
ツ
ェ
ン
ツ
ァ
銀
行

単
一
破
綻
処
理

公
的
資
金
な
し
の
倒
産
処
理

「
政
府
支
援
ル
ー
ル
」
を

満
た
し
て
い
る
か
？

「
政
府
支
援
ル
ー
ル
」
を

満
た
し
て
い
る
か
？

単
一
破
綻
処
理
が
公
益
の
た
め
に
必
要
か
？

（
S
R
B
が
認
定
）

（
B
32(1)c, S

18(1)c）

（
出
所
）

E
uropean C

om
m

ission, "F
act Sheet, State aid: H

ow
 the E

U
 rules apply to banks w

ith a capital fall," June 25, 2017, p. 3の
図
を
ベ
ー
ス
に
加
筆
。



B
oard：

破
綻
処
理
委
員
会
）
が
、
Ｓ
Ｒ
Ｍ
（Single

R
esolution

M
echanism

：

単
一
破
綻
処
理
メ
カ
ニ
ズ
ム
）
に
も
と
づ
い
て
破

綻
処
理
を
行
う
の
か
、
そ
れ
と
も
当
該
金
融
機
関
所
在
国
の
通
常
の
倒
産
法
制
に
も
と
づ
く
倒
産
処
理
を
行
う
の
か
を
決
定
す
る
。

前
者
を
適
用
す
る
た
め
に
は
、
単
一
破
綻
処
理
が
「
公
益
の
た
め
に
必
要
」（necessary

in
the

public
interest

）
と
判
断
さ
れ

る
こ
と
（B

32(1)c,S18(1)c

）、
す
な
わ
ち
、
重
要
な
（critical

）
金
融
機
能
の
継
続
、
金
融
シ
ス
テ
ム
へ
の
重
大
な
影
響
の
回
避
、

公
的
資
金
の
保
護
等
の
た
め
に
は
、
通
常
の
倒
産
法
に
も
と
づ
く
倒
産
処
理
で
は
不
適
切
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
そ

の
場
合
に
は
、
ベ
イ
ル
イ
ン
原
則
に
則
っ
た
破
綻
処
理
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
表
１
の
③：

ポ
プ
ラ
ー
ル
銀
行
の
場
合
）。

逆
に
、
他
の
金
融
機
関
で
は
代
替
不
可
能
な
重
要
な
金
融
機
能
を
提
供
し
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
そ
の
破
綻
が
金
融
シ
ス
テ
ム
に

重
要
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
単
一
破
綻
処
理
を
適
用
せ
ず
、
当
該
国
の
倒
産
法
制
の
下
で
処
理

す
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
表
１
の
②
の
イ
タ
リ
ア
の
中
堅
二
行
の
場
合
、
①
当
該
銀
行
の
業
務
は
、
顧
客
数
が
限
定
的
で
あ
り
、

か
つ
妥
当
な
方
法
と
時
間
内
に
代
替
可
能
な
こ
と
か
ら
、
重
要
と
は
言
え
な
い
こ
と
、
②
当
該
銀
行
は
、
他
の
金
融
機
関
と
の
取
引

上
の
連
関
性
が
低
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
倒
産
が
金
融
シ
ス
テ
ム
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
低
い
こ
と
、
③
イ
タ
リ
ア
の
通

常
の
倒
産
手
続
き
は
、
預
金
者
、
投
資
家
そ
の
他
の
顧
客
の
資
金
を
保
護
す
る
一
定
の
手
続
き
を
備
え
て
お
り
、
単
一
破
綻
処
理
メ

カ
ニ
ズ
ム
の
目
的
を
同
程
度
に
達
成
で
き
る
こ
と
、
を
理
由
に
、
単
一
破
綻
処
理
が
公
益
の
た
め
に
必
要
と
は
言
え
な
い
と
判
断
さ

れ
て
い
る
（
12
）。

つ
ま
り
、
単
純
化
す
れ
ば
、
金
融
機
関
の
規
模
や
業
務
の
複
雑
さ
、
市
場
間
取
引
の
連
鎖
性
な
ど
か
ら
、
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
の
処
理

が
必
要
な
場
合
に
は
ベ
イ
ル
イ
ン
を
伴
う
単
一
破
綻
処
理
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
破
綻
処
理
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
小
規
模
で

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
等
の
市
場
取
引
も
活
発
で
な
い
金
融
機
関
の
場
合
に
は
、
ベ
イ
ル
イ
ン
の
原
則
を
離
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
倒
産
法

制
に
も
と
づ
く
破
綻
処
理
に
委
ね
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
後
者
の
場
合
、
預
金
者
等
の
債
権
者
を
保
護
す
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
受
け
皿
金
融
機
関
の
コ
ス
ト
負
担
を
抑
え
る
た
め

に
公
的
資
金
を
注
入
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
は
、
特
定
の
企
業
に
対
す
る
公
的
な
支
援
で
あ
る
た
め
、

破
綻
処
理
制
度
と
は
別
に
前
述
の
「
政
府
支
援
ル
ー
ル
」
を
満
た
す
必
要
が
あ
り
、
具
体
的
に
は
株
主
と
劣
後
債
権
者
に
よ
る
損
失

負
担
が
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
同
じ
く
、
株
主
と
劣
後
債
権
者
に
よ
る
損
失
負
担
で
あ
っ
て
も
、
ス
ペ
イ
ン
の
ポ
プ
ラ
ー
ル
銀
行
の
場
合
（
表
１

の
③
）
と
イ
タ
リ
ア
の
中
堅
二
行
の
場
合
（
表
１
の
②
）
で
は
、
図
１
が
示
す
よ
う
に
、
そ
の
法
律
上
の
位
置
づ
け
は
異
な
る
。
前

者
の
場
合
は
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
に
よ
っ
て
「
破
綻
等
」
の
認
定
を
受
け
、
Ｓ
Ｒ
Ｂ
に
よ
っ
て
「
単
一
破
綻
処
理
」
が
適
当
と
さ
れ
て
、
公
的

資
金
を
注
入
せ
ず
に
サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
へ
の
売
却
が
決
定
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
際
の
損
失
負
担
が
い
わ
ば
偶
然
、
株
主
と

劣
後
債
権
者
ま
で
と
な
っ
た
の
に
対
し
て
、
後
者
の
場
合
は
Ｅ
Ｃ
Ｂ
に
よ
っ
て
「
破
綻
等
」
に
あ
た
る
と
認
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
ま
で

は
同
じ
で
あ
る
が
、
Ｓ
Ｒ
Ｂ
が
単
一
破
綻
処
理
で
は
な
く
イ
タ
リ
ア
の
倒
産
法
制
に
よ
る
倒
産
処
理
が
適
当
と
判
断
し
た
た
め
、
そ

の
実
施
の
過
程
で
公
的
資
金
を
注
入
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
こ
で
「
政
府
支
援
ル
ー
ル
」
が
求
め
る
株
主
と
劣
後
債
権
者
の
損
失
負

担
を
実
施
し
た
の
で
あ
る
。

６
　
金
融
支
援
を
テ
コ
に
し
た
損
失
負
担

以
上
の
よ
う
な
Ｅ
Ｃ
Ｂ
の
「
破
綻
等
」
の
認
定
を
起
点
と
す
る
破
綻
処
理
制
度
は
、
Ｂ
Ｒ
Ｒ
Ｄ
（
の
内
容
を
盛
り
込
ん
だ
各
国
国

内
法
）
が
完
全
発
効
し
た
二
〇
一
六
年
一
月
に
始
ま
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
表
１
に
挙
げ
た
事
例
の
う
ち
、
そ
れ
以
前
の
④
、
⑤
、

⑥
の
ケ
ー
ス
は
い
ず
れ
も
、
Ｂ
Ｒ
Ｒ
Ｄ
の
破
綻
処
理
の
枠
外
（
＝
図
１
の
範
囲
外
）
と
な
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
は
い
ず

れ
も
債
権
者
等
に
損
失
負
担
を
求
め
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
も
と
づ
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
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ま
ず
⑤
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
Ｂ
Ｒ
Ｒ
Ｄ
の
発
効
前
に
（
発
効
す
れ
ば
ベ
イ
ル
イ
ン
原
則
が
適
用
さ
れ
公
的
資
金
の
注

入
に
は
よ
り
広
範
囲
の
債
権
者
の
損
失
負
担
が
必
要
と
な
る
可
能
性
が
あ
っ
た
）、
駆
け
込
み
的
に
、
イ
タ
リ
ア
政
府
当
局
が
中
小

四
つ
の
銀
行
を
合
わ
せ
て
破
綻
処
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
際
、
約
三
六
億
ユ
ー
ロ
の
公
的
資
金
を
注
入
し
た
た
め
、

「
政
府
支
援
ル
ー
ル
」
に
も
と
づ
く
欧
州
委
員
会
の
承
認
を
得
る
べ
く
、
株
主
と
劣
後
債
権
者
に
損
失
負
担
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

④
の
ギ
リ
シ
ャ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
銀
行
へ
の
公
的
資
金
注
入
で
は
、
し
か
し
、
劣
後
債
権
者
の
み
な
ら
ず
、
シ
ニ
ア
債
を
含
め
た
債

券
投
資
家
全
体
が
損
失
を
こ
う
む
っ
て
い
る
。
そ
の
範
囲
は
、
Ｂ
Ｒ
Ｒ
Ｄ
の
発
効
前
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
政
府
支
援
ル
ー
ル
」
の
枠

も
超
え
た
厳
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

ギ
リ
シ
ャ
は
、
二
〇
一
〇
年
春
の
債
務
危
機
以
降
、
Ｅ
Ｕ
・
Ｅ
Ｃ
Ｂ
（
ユ
ー
ロ
圏
）・
Ｉ
Ｍ
Ｆ
（
い
わ
ゆ
る
ト
ロ
イ
カ
）
に
よ
り
、

第
一
次
（
合
意
は
同
年
五
月
）、
第
二
次
（
同
一
二
年
三
月
）、
第
三
次
（
同
一
五
年
八
月
。
た
だ
し
Ｉ
Ｍ
Ｆ
は
不
参
加
）
の
金
融
支

援
を
受
け
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
に
は
財
政
改
革
・
経
済
構
造
改
革
の
融
資
条
件
が
付
さ
れ
て
お
り
、
一
五
年
一
二
月
の
ナ
シ
ョ

ナ
ル
銀
行
の
再
建
は
そ
の
改
革
の
一
環
と
し
て
実
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
公
的
資
金
の
注
入
は
容
認
さ
れ
た
も
の
の
、

そ
れ
に
際
し
て
は
、「
政
府
支
援
ル
ー
ル
」
よ
り
も
厳
し
い
損
失
負
担
（
シ
ニ
ア
債
投
資
家
を
含
む
）
が
課
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
そ
れ
は
、「
政
府
支
援
ル
ー
ル
」
で
も
Ｂ
Ｒ
Ｒ
Ｄ
で
も
な
い
、
ト
ロ
イ
カ
の
求
め
た
損
失
負
担
で
あ
っ
た
。

表
１
の
⑥
の
二
〇
一
三
年
三
月
の
キ
プ
ロ
ス
銀
行
に
お
け
る
、
預
金
カ
ッ
ト
を
含
む
再
建
策
の
実
施
は
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
破
綻
処

理
の
事
例
の
中
で
も
特
に
厳
し
い
措
置
と
な
っ
た
。
こ
れ
も
、
ギ
リ
シ
ャ
の
ケ
ー
ス
と
同
じ
く
Ｂ
Ｒ
Ｒ
Ｄ
の
発
効
前
の
措
置
で
あ
り
、

ト
ロ
イ
カ
に
よ
る
支
援
に
伴
う
融
資
条
件
の
一
つ
と
し
て
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ギ
リ
シ
ャ
へ
の
経
済
的
依
存
の
強
い
キ
プ
ロ
ス
は
ギ
リ
シ
ャ
危
機
の
影
響
を
大
き
く
受
け
、
Ｅ
Ｕ
に
支
援
を
求
め
る
こ
と
に
な
っ

た
。
と
こ
ろ
が
、
Ｅ
Ｕ
側
が
融
資
条
件
の
一
つ
と
し
て
預
金
カ
ッ
ト
を
含
む
大
手
銀
行
の
リ
ス
ト
ラ
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
が
報
道
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さ
れ
取
り
付
け
が
発
生
、
二
〇
一
三
年
三
月
一
六
日
か
ら
銀
行
休
業
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
キ
プ
ロ
ス
は
、
ト
ロ
イ
カ
の

求
め
る
改
革
の
受
け
入
れ
を
躊
躇
し
て
い
た
が
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
が
、
受
け
入
れ
な
い
場
合
は
そ
れ
ま
で
供
給
し
て
い
た
Ｅ
Ｌ
Ａ
を
回
収
す

る
と
通
告
、
そ
こ
で
キ
プ
ロ
ス
政
府
は
二
五
日
に
ト
ロ
イ
カ
の
融
資
条
件
（
改
革
プ
ロ
グ
ム
）
の
受
託
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
（
13
）。

そ

の
結
果
が
、
表
１
の
⑥
に
記
し
た
、
公
的
資
金
を
注
入
せ
ず
必
要
な
コ
ス
ト
は
す
べ
て
大
口
預
金
の
株
式
転
換
（
事
実
上
の
損
失
負

担
）
に
よ
っ
て
ま
か
な
う
と
い
う
厳
し
い
再
建
策
の
実
施
で
あ
っ
た
（
14
）。

お
わ
り
に

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
欧
州
に
お
け
る
ベ
イ
ル
イ
ン
の
原
則
は
、
多
く
の
例
外
に
囲
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ベ
イ
ル

イ
ン
の
厳
格
な
実
施
と
見
ら
れ
た
も
の
も
、
そ
れ
は
Ｂ
Ｒ
Ｒ
Ｄ
に
も
と
づ
く
の
で
は
な
く
債
務
危
機
国
に
対
す
る
ト
ロ
イ
カ
の
金
融

支
援
に
伴
う
融
資
条
件
の
一
環
で
あ
っ
た
。
イ
タ
リ
ア
等
の
大
国
で
破
綻
処
理
が
実
際
に
始
ま
る
と
、
例
外
を
多
用
せ
ざ
る
を
え
ず
、

原
則
が
例
外
に
、
例
外
が
原
則
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
現
状
を
受
け
、
ベ
イ
ル
イ
ン
原
則
に
対
す
る
批
判
的
な
論
調
が
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。『
ユ
ー
ロ
マ
ネ
ー
』

誌
は
、「（
一
連
の
破
綻
処
理
で
）
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
欧
州
の
「
単
一
の
」
破
綻
処
理
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
い
う
目
的
は
、
達
成
に

ほ
ど
遠
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
欧
州
の
銀
行
は
多
様
で
一
つ
の
型
に
収
め
る
こ
と
は
難
し
い
。
多
種
多
様
な
銀
行
に
Ｂ
Ｒ
Ｒ
Ｄ
を

押
し
付
け
る
こ
と
は
、
常
に
混
乱
を
引
き
起
こ
す
」
と
述
べ
た
（
15
）。

ま
た
、
Ｂ
Ｉ
Ｓ
の
あ
る
幹
部
は
、
ベ
イ
ル
イ
ン
の
実
施
に
は
経
済

的
、
政
治
的
、
実
務
的
な
様
々
な
問
題
が
あ
り
、
と
り
わ
け
劣
後
債
の
発
行
が
難
し
い
中
堅
規
模
の
銀
行
の
扱
い
は
困
難
で
あ
る
と

指
摘
し
て
い
る
（
16
）。

欧
州
は
、
現
在
、
量
的
金
融
緩
和
か
ら
の
脱
出
を
模
索
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
実
際
に
始
ま
れ
ば
金
融
機
関
の
破
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綻
の
増
加
も
予
測
さ
れ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
ベ
イ
ル
イ
ン
を
実
施
す
る
難
し
さ
と
、
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
等
の
ベ
イ
ル
ア
ウ
ト
の
課
題

が
、
改
め
て
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

注（
１
）

以
下
、「
破
綻
処
理
」
は
、
債
務
の
切
捨
て
（
株
式
転
換
）
あ
る
い
は
公
的
資
金
の
注
入
を
伴
う
「
再
建
」
を
含
む
も
の
と
す
る
。

（
２
）

二
〇
〇
八
年
か
ら
昨
年
ま
で
の
、
欧
州
委
員
会
が
承
認
し
た
金
融
機
関
へ
の
公
的
資
金
注
入
の
一
覧
は
、E

uropean
C

om
m

ission,

"State
aid:O

verview
ofdecisions

and
on-going

in-depth
investigations

ofF
inancialInstitutions

in
D

ifficulty,"D
ecem

ber
31,

2017

で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
３
）

こ
の
破
綻
処
理
は
、
事
業
譲
渡
―
―
資
産
の
側
は
不
良
債
権
を
除
い
た
健
全
な
資
産
の
み
、
負
債
の
側
は
劣
後
債
務
を
除
い
た
債
務
だ
け

を
受
け
皿
銀
行
（
イ
ン
テ
ー
ザ
）
に
譲
渡
―
―
を
実
施
し
、
不
良
債
権
と
劣
後
債
務
（
と
株
式
）
だ
け
が
残
っ
た
旧
銀
行
を
倒
産
法
に
も

と
づ
き
清
算
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。

（
４
）

以
下
は
、
主
にE

uropean
C

om
m

ission,"F
act

Sheet,State
aid:H

ow
the

E
U

rules
apply

to
banks

w
ith

a
capitalfall,"June

25,

2017

と
、
表
１
に
挙
げ
た
各
行
の
破
綻
処
理
決
定
文
に
よ
る
。

（
５
）

ユ
ー
ロ
圏
の
中
央
銀
行
に
よ
る
Ｅ
Ｌ
Ａ
の
内
容
（
と
日
本
銀
行
の
特
融
と
の
違
い
）
に
つ
い
て
は
、
伊
豆
　
久
『
金
融
危
機
と
中
央
銀
行
』

九
州
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
六
年
（
第
三
章
「
欧
州
危
機
と
ユ
ー
ロ
シ
ス
テ
ム
」）
参
照
。

（
６
）

類
似
の
も
の
と
し
て
日
本
に
お
け
る
一
九
九
〇
年
代
末
の
公
的
資
金
注
入
が
思
い
出
さ
れ
る
。
一
九
九
八
年
三
月
に
二
一
行
に
対
し
て
約

一
兆
八
千
億
円
、
翌
九
九
年
三
月
に
は
一
五
行
に
約
七
兆
五
千
億
円
の
公
的
資
金
が
注
入
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
破
綻
処
理
で
は
な
く
、
貸

し
渋
り
対
策
を
目
的
と
す
る
、
破
綻
懸
念
の
な
い
健
全
な
金
融
機
関
に
対
す
る
資
本
増
強
策
で
あ
る
と
さ
れ
た
（
た
だ
し
注
入
先
の
う
ち

（49）



長
銀
、
日
債
銀
、
足
利
銀
行
が
の
ち
に
破
綻
）。

（
７
）

政
府
支
援
の
概
況
は
、E

uropean
C

om
m

ission
(C

om
petition

D
G

),
"State

A
id

Scoreboard
2017:

R
esults,

trends
and

observations
regarding

E
U

28
State

A
id

expenditure
reports

for
2016,"N

ovem
ber

29,2017

参
照
。

（
８
）

E
uropean

C
om

m
ission,"C

om
m

unication
from

the
C

om
m

ission
-

T
he

application
ofState

aid
rules

to
m

easures
taken

in

relation
to

financialinstitutions
in

the
context

of
the

current
globalfinancialcrisis,"

O
fficialJournalof

the
E

uropean

U
nion,O

ctober
25,2008.

（
９
）

E
uropean

C
om

m
ission,"C

om
m

unication
from

the
C

om
m

ission
on

the
application,from

1
A

ugust2013,ofState
aid

rules
to

supportm
easures

in
favour

ofbanks
in

the
contextofthe

financialcrisis
('B

anking
C

om
m

unication'),"O
fficialJournalofthe

E
uropean

U
nion,July

30,2013.

（
10
）

欧
州
委
員
会
が
政
府
支
援
を
承
認
す
る
た
め
に
は
、
他
に
、
当
該
銀
行
が
追
加
的
な
公
的
資
金
の
注
入
を
受
け
る
こ
と
な
く
長
期
的
に
存

続
可
能
と
な
る
実
効
的
な
再
建
策
を
作
成
す
る
こ
と
、
公
的
な
支
援
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
競
争
上
の
歪
み
が
増
大
し
な
い
よ
う
適
切
な

手
段
を
講
じ
る
こ
と
、
な
ど
の
条
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
。
競
争
上
の
歪
み
の
防
止
策
と
し
て
、
例
え
ば
モ
ン
テ
パ
ス
キ
銀
行
の
場
合
、

政
府
支
援
を
受
け
た
こ
と
を
広
告
に
用
い
る
こ
と
の
禁
止
と
い
っ
た
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）

も
ち
ろ
ん
、
破
綻
等
の
認
定
も
さ
れ
ず
、
公
的
資
金
な
し
に
民
間
か
ら
公
募
や
第
三
者
割
当
で
資
本
を
調
達
で
き
る
な
ら
、
こ
う
し
た
ル

ー
ル
を
満
た
す
必
要
が
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
図
１
の
ウ
ニ
ク
レ
デ
ィ
ッ
ト
銀
行
の
場
合
が
そ
れ
で
あ
る
。

（
12
）

Single
R

esolution
B

oard,"N
otice

sum
m

arising
the

effects
of

the
decision

taken
in

respect
of

B
anca

Popolare
diV

icenza

S.p.A
.,"June

23,2017,Single
R

esolution
B

oard,"N
otice

sum
m

arising
the

effects
ofthe

decision
taken

in
respect

ofV
eneto

B
anca

S.p.A
.,"June

23,2017.
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（
13
）

Ｅ
Ｌ
Ａ
を
テ
コ
に
改
革
案
を
受
け
入
れ
さ
せ
る
方
法
は
、
ギ
リ
シ
ャ
の
第
三
次
支
援
の
申
請
の
際
に
も
見
ら
れ
た
。
伊
豆
前
掲
書
九
五
―

九
九
頁
参
照
。

（
14
）

同
時
に
、
同
国
二
位
の
ラ
イ
キ
銀
行
は
キ
プ
ロ
ス
銀
行
に
事
業
譲
渡
の
う
え
清
算
さ
れ
、
そ
の
際
、
預
金
保
険
対
象
の
一
〇
万
ユ
ー
ロ
ま

で
の
預
金
以
外
の
す
べ
て
の
債
務
は
切
り
捨
て
ら
れ
て
い
る
。
キ
プ
ロ
ス
へ
の
支
援
に
お
い
て
預
金
カ
ッ
ト
が
強
く
求
め
ら
れ
た
背
景
に

は
、
大
口
預
金
者
の
多
く
が
ロ
シ
ア
等
の
Ｅ
Ｕ
域
外
の
非
居
住
者
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
ら
に
は
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
の
疑
惑
が
指
摘
さ

れ
て
い
た
な
ど
の
事
情
も
あ
っ
た
。

（
15
）

Louise
B

ow
m

an,"B
anking:T

hrow
ing

the
bail-in

outw
ith

the
bath

w
ater,"E

urom
oney,Septem

ber
2017.

（
16
）

F
ernando

R
estoy,

"B
ail-in

in
the

new
bank

resolution
fram

ew
ork:

is
there

an
issue

w
ith

the
m

iddle
class?"

B
IS

(w
w

w
.bis.org/speeches/),M

arch
23,2018.

（
い
ず
　
ひ
さ
し
・
客
員
研
究
員
）
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